
「健康経営 推進体制」 

 

 

組織体制 主な役割 

役員会 健康経営宣言を 

トップコミットメントで発出  理事長 二宮 正則 

健康管理責任者 地域住民、職員、その家族、グループに関わる全

ての人の健康増進の最高責任者  業務執行理事 松林 克典 

健康管理部 ・職場環境の改善、快適化の推進 

・メンタルヘルス対策、ハラスメント対策 

・健康的な生活習慣の定着推進 

 
産業医 桒田 幸央 

健康経営推進委員会（代表者会議ﾒﾝﾊﾞｰ） ・各種健康･衛生施策の統括管理 

・職員の心身の健康推進 

・多様な働き方(育児･介護･治療等)の両立支援 

・活気のある職場づくり 

・健康･衛生に関する業務の担当 

 健康経営委員長 

衛生管理者 

健康保険委員 

健康経営推進委員 

職員 
健康保持･増進に向けた意識向上および 

セルフケア(健康保持義務) 


